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   掛川市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 掛川市個人情報の保護に関する法律施行細則（平成24年掛川市規則第１号）の一部を次のように 

改正する。 

 第２条の見出しを「（個人情報ファイル簿）」に改め、同条第２項から第５項までを削る。 

 様式第１号の２を削る。 

 様式第２号（注）２中「、健康保険被保険者証」を削り、 

 
 開 示 請 求 者 □ 本人         □ 法定代理人    □ 任意代理人  

請 求 者 本 人 の 確 認 
□ 運転免許証       □ 健康保険被保険者証 
□ 個人番号カード   □ その他（          ） 

法定代理人の請求資格の確認 □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（     ） 

任意代理人の請求資格の確認 □ 委任状   □ その他（              ） 

担 当 課 等  
 
 

を 

 
 開 示 請 求 者 □ 本人         □ 法定代理人    □ 任意代理人  

請 求 者 本 人 の 確 認 
□ 運転免許証   □ 個人番号カード 
□ その他（            ） 

法定代理人の請求資格の確認 □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（     ） 

任意代理人の請求資格の確認 □ 委任状   □ その他（              ） 

担 当 課 等  
 
 

に改める。 

 様式第10号（注）２中「、健康保険被保険者証」を削り、 

 
 訂 正 請 求 者 □ 本人         □ 法定代理人    □ 任意代理人  

請 求 者 本 人 の 確 認 
□ 運転免許証       □ 健康保険被保険者証 
□ 個人番号カード   □ その他（          ） 

法定代理人の請求資格の確認 □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（     ） 

任意代理人の請求資格の確認 □ 委任状   □ その他（              ） 

担 当 課 等  
 
 

を 
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 訂 正 請 求 者 □ 本人         □ 法定代理人    □ 任意代理人  

請 求 者 本 人 の 確 認 
□ 運転免許証   □ 個人番号カード 
□ その他（            ） 

法定代理人の請求資格の確認 □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（     ） 

任意代理人の請求資格の確認 □ 委任状   □ その他（              ） 

担 当 課 等  
 
 

に改める。 

 様式第16号（注）２中「、健康保険被保険者証」を削り、 

 
 利 用 停 止 請 求 者 □ 本人         □ 法定代理人    □ 任意代理人  

請 求 者 本 人 の 確 認 
□ 運転免許証       □ 健康保険被保険者証 
□ 個人番号カード   □ その他（          ） 

法定代理人の請求資格の確認 □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（     ） 

任意代理人の請求資格の確認 □ 委任状   □ その他（              ） 

担 当 課 等  
 
 

を 

 
 利 用 停 止 請 求 者 □ 本人         □ 法定代理人    □ 任意代理人  

請 求 者 本 人 の 確 認 
□ 運転免許証   □ 個人番号カード 
□ その他（            ） 

法定代理人の請求資格の確認 □ 戸籍謄本 □ 登記事項証明書 □ その他（     ） 

任意代理人の請求資格の確認 □ 委任状   □ その他（              ） 

担 当 課 等  
 
 

に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の掛川市個人情報の保護に関する法律施行細則に定める様式に 

 より作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

３ 改正前の掛川市個人情報の保護に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類は、改 

 正後の掛川市個人情報の保護に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。 
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